
管内支部巡り（その１）

名古屋家庭裁判所岡崎支部のご紹介

岡崎支部は，愛知県の西三河地方である岡崎市，豊田市など８市５町（岡崎市，豊田市，刈谷市，安

城市，碧南市，西尾市，知立市，高浜市，幡豆町，一色町，吉良町，三好町，幸田町）における家事事

件，少年事件を扱っています。この地方は，元気な愛知県の中でも自動車関連産業を中心としてひとき

わ経済活動が活発であり，人口は著しい増加傾向がみられ，岡崎支部における取扱事件数も年々多くな

ってきました。このため，従来の庁舎では手狭となり，また，建物が老朽化し，エレベーターの設備も

ないなど来庁される方々にもなにかとご迷惑をかけておりましたが，この度，従前と同一の場所に真新

しい庁舎が建設されることになりました。新庁舎の完成は平成１９年３月末を予定しており，それまで

の間は新築工事現場の横にあります仮庁舎で執務をしております。今しばらくご不便をおかけしますが，

よろしくお願いします。

ところで，家庭裁判所は，夫婦や親子関係，相続などを担当する家事部と，少年非行を審理する少年

部に分かれておりますが，これらは私たちの最も大切な社会的基盤である家庭生活と深い関係を持って

おります。それだけに，誰にとっても日常，身近に起こりやすい事柄であるともいえます。

従来，裁判所はともすれば入りにくい，敷居が高いという印象を持たれ，敬遠されがちな存在でした。

しかし，私どもは，家庭生活から発生するいろいろな問題解決のため裁判所を訪れていただいた皆様が，

来て良かったと感じていただけるような，開かれた，親しみの持たれる裁判所を目指していきたいと思

っております。今回は，岡崎支部の庁内の様子，執務の内容等をご紹介し，皆様のご理解の一助として

いただければ幸です。

名古屋家庭裁判所岡崎支部長 岩 田 嘉 彦

名古屋家庭裁判所の管内には４つの支部（一宮・岡崎・半田・豊橋）があり，各支部は，定

められた管轄区域内の事件を処理しています。第１回目は，西三河地域を管轄し，管内人口約

１５０万人と県内で一番規模が大きく，また，全国でも有数の規模を誇る岡崎支部をご紹介し

ます。

岡崎支部への交通案内
名鉄東岡崎駅から

北バスターミナル４番乗り場で乗車

「岡崎警察署前」下車

ＪＲ岡崎駅から

東口１番乗り場で乗車

「岡崎警察署」下車

所在地 岡崎市明大寺町奈良井３
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旧 庁 舎 は ， 築 後 約 ４ ０ 年 経 過 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ３ 階 建 の 建 物 で ， 現 在 は 取 り 壊

さ れ そ の 姿 を 消 し て し ま い ま し た 。

平 成 １ ９ 年 春 に 完 成 が 予 定 さ れ て い る 新 庁 舎 は ，

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 り ４ 階 建 て の 建 物 で ， 旧 庁 舎

の ２ 倍 以 上 の 大 き さ に な り ま す 。 新 庁 舎 の 完 成 に

よ り ， 事 件 関 係 室 の 充 実 ， 利 用 者 動 線 の 改 善 ， エ

レ ベ ー タ ー の 整 備 な ど 皆 様 に よ り 利 用 し や す い 裁

判 所 へ と 生 ま れ 変 わ り ま す 。

家 庭 裁 判 所 の エ リ ア は ， 新 庁 舎 の ２ 階 の 予 定 で す 。

※仮 庁 舎 の 正 面 玄 関 は ， 東 側 に な り ま す 。

岡崎の裁判所は現在庁舎の建替工事を行っています。新庁舎は，

平成１９年春に完成の予定です。

手前が旧庁舎，奧が仮庁舎

庁 舎 建 替 工 事 （ 外 構 を 含 め た 全 体 工 事 ）

は ， 平 成 １ ９ 年 夏 頃 ま で か か る 予 定 で す 。

工 事 期 間 中 は も ち ろ ん で す が ， 裁 判 所 敷 地

内 の 駐 車 場 の 利 用 可 能 台 数 は 極 め て 少 数 で

す の で ， 裁 判 所 へ ご 来 庁 の 際 は ， 公 共 交 通

機 関 を 利 用 し て い た だ く よ う お 願 い し ま す 。

ま た ， 新 庁 舎 建 設 段 階 （ 平 成 １ ８ 年 ４ 月 頃

か ら ） に は ， 現 在 の 西 側 出 入 口 が 使 用 で き

な く な り ， 東 側 出 入 口 の み が 通 行 可 能 と な

り ま す 。

工事期間中は，ご迷惑，ご不便を

おかけしますが，ご理解とご協力

をお願いします。

来庁の際は，公共交通機関のご

利用をお願いします。
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地裁民事・刑事訴訟エリア

執行，破産及び民事受付
（地裁・簡裁）エリア

家庭裁判所エリア
家事事件（調停，審判）や人事
訴訟事件，少年事件を扱ってい
ます。

１階

２階

３階

仮 庁 舎 で の 執 務 期 間 中 ， 家 庭 裁 判

所 の 事 件 の 受 付 や 事 件 処 理 は ２ 階

で 行 っ て い ま す 。

新庁舎の完成までの間，執務は旧

庁舎南側の仮庁舎で行っています。

⇒⇒⇒

次 ペ ー ジ は ，

家 庭 裁 判 所 エ

リ ア か ら の ご

案 内 で す 。



２階
家裁調査官室
家事書記官室
少年書記官室

庶務課

家 事 調 停 ・ 家 事 審 判

人 事 訴 訟 ・ 家 事 相 談

の 窓 口 で す 。

仮 庁 舎 ２ 階 の 家 裁 調 査 官 室 に は ，

少 年 事 件 を 担 当 す る 少 年 係 調 査 官 と

家 事 事 件 を 担 当 す る 家 事 係 調 査 官 が

配 置 さ れ ， 審 判 及 び 調 停 に お け る 調 査

等 を 行 っ て い ま す 。

最 近 の 事 件 の 特 徴 に つ い て

少 年 事 件

以 前 か ら 当 管 内 で は 暴 走 族 の 活 動 が 活 発 で あ り ， 加 入

し た 少 年 に つ い て は 非 行 の 凶 悪 化 の 傾 向 が う か が え ま す 。

家 事 事 件

近 年 は 成 年 後 見 関 係 の 調 査 が 増 加 し ， 調 停 で は 子

に 関 す る 紛 争 の 調 査 が 多 く を 占 め て い ま す 。

こ の た め ， 新 庁 舎 で は ， お 子 さ ん に 対 す る 調 査 の

た め の 児 童 室 の 設 置 を 計 画 し て い ま す 。

調 査 官 室
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家 事 書 記 官 室 は ， 岡 崎 の 裁 判 所 で 一 番 利

用 さ れ る 方 の 多 い 場 所 で す 。

少 年 事 件 の 審 判 （ 非 公 開 ） で 来 庁 さ れ た と き の 窓

口 で す 。

少 年 書 記 官 室 で は ， 少 年 事 件 の 受 付 か ら 最 終 的 な

保 護 処 分 の 決 定 ま で の 事 務 処 理 全 般 を 担 当 し て い ま す 。

家 裁 調 査 官 室

少 年 書 記 官 室

家 事 書 記 官 室

庶 務 課

家 事 相 談 に つ い て の お 願 い

相 談 時 間 は ２ ０ 分 程 度 を 予 定 し て い ま

す の で ， 予 め 相 談 内 容 を 整 理 し て お 越

し い た だ く と 効 率 的 で す 。

裁 判 事 務 が 円 滑 に 行 わ れ る た め に ， 裁 判 部 を 支 援 す

る 仕 事 （ 庶 務 ・ 会 計 な ど の 司 法 行 政 事 務 ） を 担 当 し て

い ま す 。

受 付 順 に 対 応 し て お り ま す が ， し

ば ら く お 待 ち い た だ か な け れ ば な

ら な い こ と も ご ざ い ま す 。

家 庭 裁 判 所 エ リ ア

家事審判・調停の手続説明や申立に必要

な書類，費用については，備付けのパン

フレット等をご覧ください。




